
電力広域的運営推進機関 企画部 

 

容量市場における税金の取り扱いについて 

 

容量市場における消費税と印紙税の取り扱いは下記のとおりとなります。 

 

1． 容量市場における消費税の取り扱い 

 

（１） 容量確保契約金額における消費税の取り扱い（広域機関・容量提供事業者間） 

広域機関から発電事業者などの容量提供事業者に支払われる容量確保契約金額は消費税の

課税対象となります。 

 

（例１）容量確保契約金額が 1億円の容量提供事業者の場合、消費税(10％)1,000万円を含

めた計 1億 1,000万円を広域機関より受け取ることとなります。 

 

（例２）容量確保契約金額が 1億円の容量提供事業者の場合で、リクワイアメント未達成に

よって 7,000万円に減額になった場合、消費税(10%)の 700万円を含めた計 7,700万円を広

域機関より受け取ることとなります。ただし、リクワイアメント未達成による減額の総額が

容量確保契約金額を上回った場合については、消費税の課税対象外となります。 

 

（例３）容量確保契約金額が 1億円の容量提供事業者の場合で、リクワイアメント未達成に

よって 1 億円の減額が生じ、さらに容量提供事業者が広域機関に 1,000 万円を支払う事に

なった場合、消費税を課税せず 1,000万円を広域機関に支払うこととなります。 

 

（２） 容量拠出金における消費税の取扱い（広域機関・小売電気事業者間） 

 小売電気事業者から広域機関に支払われる容量拠出金は消費税の課税対象となります。 

（例）容量拠出金が 1億円の小売電気事業者の場合、消費税(10％)1,000万円を含めた計 1

億 1,000万円を広域機関に支払うこととなります。 

 

2． 容量市場における印紙税の取り扱い 

 容量確保契約書は課税文書に該当しない旨を国税庁と確認済ですので、収入印紙の貼付

は不要です。 

 


